
平

成

二

十

五

年

四

月

二

十

五

日

参
議
院
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委
員
会

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

長
期
避
難
者
の
た
め
の
生
活
拠
点
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
避
難
住
民
の
意
向
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
雇
用
、
育
児
・

教
育
、
医
療
・
介
護
と
い
っ
た
、
あ
ら
ゆ
る
世
代
が
必
要
と
す
る
環
境
の
整
備
に
も
留
意
す
る
こ
と
。

二

長
期
避
難
者
の
た
め
の
生
活
拠
点
が
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
と
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
避
難
先
自
治
体
の
住
民
と
の
交
流
を

図
る
な
ど
、
地
域
と
の
融
和
が
進
む
施
策
を
講
じ
る
こ
と
。

三

避
難
住
民
を
受
け
入
れ
、
生
活
拠
点
を
整
備
す
る
避
難
先
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
公
共
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
や
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
等
の
面
で
負
担
を
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

四

被
災
地
か
ら
の
人
口
流
出
は
、
地
域
の
復
興
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
、
避
難
住
民
の
帰
還
は
も
と
よ
り
、
新

た
な
住
民
の
被
災
地
居
住
を
促
す
復
興
施
策
も
推
進
す
る
こ
と
。

五

長
期
避
難
者
の
帰
還
及
び
将
来
設
計
の
た
め
に
、
避
難
住
民
に
対
し
、
被
災
地
の
将
来
像
及
び
避
難
先
の
生
活
拠
点
に
お

け
る
生
活
は
ど
の
程
度
継
続
す
る
の
か
を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
示
す
と
と
も
に
、
避
難
元
自
治
体
に
お
け
る
帰
還
に
必
要

な
環
境
整
備
の
進
捗
状
況
を
適
時
適
切
に
伝
え
る
こ
と
。

六

国
に
よ
る
公
共
事
業
の
代
行
及
び
生
活
環
境
整
備
事
業
に
つ
い
て
は
、
一
日
も
早
く
住
民
が
帰
還
で
き
る
よ
う
、
効
果
的

か
つ
効
率
的
に
進
め
る
こ
と
。

な
お
、
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
帰
還
困
難
区
域
等
で
作
業
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
量
に
留
意
す
る
こ
と
。



七

産
業
の
復
興
は
、
地
域
経
済
の
み
な
ら
ず
、
個
々
の
被
災
者
の
雇
用
確
保
と
い
う
意
味
で
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
被
災
地
に
お
け
る
投
資
や
雇
用
の
促
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
税
制
特
例
や
予
算
措
置
の
周
知
に
努
め
る
こ
と
。

八

生
活
拠
点
形
成
交
付
金
の
交
付
に
当
た
っ
て
は
、
福
島
県
、
避
難
先
市
町
村
及
び
避
難
元
市
町
村
等
と
の
意
思
の
疎
通
を

十
分
に
図
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
や
意
向
に
配
慮
し
て
交
付
す
る
こ
と
。

九

税
制
特
例
に
つ
い
て
は
、
企
業
立
地
の
状
況
等
を
踏
ま
え
適
用
期
間
を
延
長
す
る
な
ど
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。

十

福
島
の
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
よ
り
一
層
の
理
解
の
促
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
特
措
法
に
盛
り
込
ま
れ
た
制
度
の
趣
旨
及

び
内
容
に
つ
い
て
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
特
に
、
新
た
な
規
制
の
特
例
措
置
に
関
す
る
提
案
等
に
つ
い
て
は
、
福
島

県
知
事
か
ら
の
国
会
に
対
す
る
福
島
復
興
再
生
特
別
意
見
書
の
提
出
等
に
係
る
規
定
の
趣
旨
を
十
全
に
踏
ま
え
る
と
と
も

に
、
原
子
力
災
害
か
ら
の
福
島
復
興
再
生
協
議
会
に
お
い
て
福
島
県
等
と
真
摯
に
協
議
を
行
う
な
ど
、
復
興
庁
が
最
大
限
福

島
の
地
方
公
共
団
体
の
立
場
に
立
っ
た
対
応
に
努
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
特
措
法
に
盛
り
込
ま
れ
た
制
度
が
活
用
さ
れ
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。

十
一

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
に
つ
い
て
は
、
本
事
故
に
起
因
す
る

被
害
の
特
性
と
し
て
、
継
続
性
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
長
期
間
に
わ
た
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
被
害
の
範
囲
及
び
状
況

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
並
び
に
将
来
に
お
い
て
も
そ
の
見
通
し
が
定
か
で
な
い
こ
と
等
に
鑑
み
、
全
て
の
被
害
者

に
つ
い
て
十
分
な
期
間
に
わ
た
り
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
、
消
滅
時
効
に
関
し
て
法
的
措
置
の
検

討
を
含
む
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


